
１．件 名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の共通施設と

しての放射性廃棄物の廃棄施設に係る新規制基準への適合性確認に関す

る事業者ヒアリング（１８４） 

２．日 時：令和２年１１月１１日（水）１３時３０分～１４時１０分 

３．場 所： 

（１）原子力規制庁１０階南会議室 

（２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 

      ※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施  

４．出席者： 

  （１）原子力規制庁 

 原子力規制部 

 新基準適合性審査チーム 

     島村安全審査官、荒川安全審査官、塩川上席安全審査官 

（２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

バックエンド技術部 課長 他３名 

 

５．議事要旨 

（１）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）原子

力科学研究所の原子炉施設（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工

事の方法の認可申請（以下「設工認」という。）に関し、原子力規制庁から以下の

審査方針を伝え、原子力機構から、対応する旨の回答があった。 

  ・耐震Ｃクラスの審査に当たっては、令和２年９月３０日の原子力規制委員会の

資料３（別紙１）に審査方針が整理されており、この審査方針に基づいて、設

工認申請に係る基本方針と品質管理方針について、ヒアリング及び会合にて説

明すること。 

   

（２）原子力機構から、原子力科学研究所の原子炉施設（放射性廃棄物の廃棄施設）

の新規制基準に係る設工認の分割申請の見直しについて、資料１に基づき主に以

下の説明があった。 

  ・現設工認（その４）及び設工認（その６）は一旦取り下げ、新設工認（その４）

及び新設工認（その６）を新規に申請する。 

  ・新設工認（その４）については、施設の安全管理上のリスクを踏まえ、火災対

策の全項目を申請する。 

 

（３）上記（２）の説明に対し、原子力規制庁から了解した旨伝えた。 

 

６．配付資料 

資料１ 放射性廃棄物処理場の新規制基準に係る設計及び工事の計画の認可申請

の計画の見直しについて 


